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●制度解説については　　　　　　　　　　　　 制度解説編 をご覧ください。

●補償申請については　　　　　　　　　　　　 補償申請解説編 をご覧ください。

●事務取扱については　　　　　本ハンドブック 事務取扱編 をご覧ください。

産科医療補償制度ハンドブック

　原因分析については　　　　　　　　　　　　
産科医療補償制度

原因分析の解説 をご覧ください。

原因分析

産科医療補償制度ハンドブックは、以下の３分冊から構成されております。
また、原因分析については原因分析の解説をご覧ください。

　●Ⅱ．具体的な事務取扱では、事務取扱の流れに
あわせて５色のインデックスで区別しています。

全分冊のご紹介

事務取扱編
産科医療補償制度ハンドブック

本書の見方

●補償請求者や分娩機関等を表すアイコンとして下の４つで表現しています。

●注意を表すマークです。●産科ネットの使用を表すマークです。
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4.3 妊産婦情報の更新

〈妊産婦状況の項目〉

妊産婦状況の項目 内　容 掛金の対象

1．分娩済 補償開始日以降に分娩した場合
対象

2．胎児死亡（22週以降） 在胎週数22週以降に胎児死亡（死産）の場合

3．補償開始前の分娩または
胎児死亡（22週未満）

・補償開始日の前日以前に分娩した場合
・在胎週数22週未満で胎児死亡（流産）の場合など

対象外4．転院 他の分娩機関に転院した場合など

5．不明
・妊産婦が来院しなくなった場合
・自院の管理下と判断しない場合など
※必ず、不明理由（全角50字以内）を入力してください。

　検索した妊産婦情報の「妊産婦状況」を以下のいずれかに更新します。
　妊産婦情報の更新結果に基づき、毎月の掛金が算定されます。出産などにより、登録した妊産婦の自院
での分娩管理を終えた際、速やかに「妊産婦情報の更新」を行ってください。

　表示された妊産婦情報の内容を確認し、「妊産婦状況」の項目を選択のうえ、右下の【更新】ボタン
をクリックします。

①妊産婦状況に適切な項目を選択
　・分娩済
　・胎児死亡（22週以降）
　・補償開始前の分娩または胎児死亡（22週未満）
　・転院
　・不明 ⇒不明理由も必ず入力してください。
｠②【更新】ボタンをクリック
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4.3 妊産婦情報の更新
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をクリックします。
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4.4 ［便利な機能］複数の妊産婦情報の一括更新
　複数の妊産婦情報を一括して更新することもできます。
　（１）らくらくメニューより【妊産婦情報更新】ボタンをクリックします。

　また、更新する際に、緑の枠内に記載がある場合には、妊産婦登録完了時に自院にて例外登録がされ
ておりますので、その内容を確認し、修正等のうえ、妊産婦情報の更新をしてください。

●登録時誤入力が有りの場合は、該当の項目が正しい情報に修正されているかを確認のうえ、更新し
てください。
●二重登録の有無が有りの場合は、同一の妊産婦が異なるメールアドレスを使用し二重で登録してい
る状況のため、妊産婦にどちらのメールアドレスに紐づく妊産婦管理番号を残すか確認のうえ、残
す方を更新してください（削除する妊産婦管理番号は、産科医療補償制度　特認依頼（様式A）ワー
クフロー（以下、特認Ａワークフロー）を起票してください）。
　特認Ａワークフローの起票方法等については、産科ネットの重要なお知らせに掲載しておりますの
で、そちらをご確認のうえ、対応ください。

　　〈例〉複数の妊産婦情報を「分娩済」へ一括更新する場合

Q◆ 　P.◆参照

●まだ分娩していない妊産婦情報を誤って「分娩済」に更新した場合、その妊産婦情報を検索し、「妊産
婦状況」を「分娩前」へ修正（更新）してください。ただし、分娩機関における妊産婦情報の更新〆切日（分
娩月の翌月５日）以降、修正（更新）はできません。また、掛金確定（分娩月の翌月10日）以降の場合には、
掛金調整の対象となりますので、特認Ａワークフローを起票いただく必要があります。

1
2

3

　（２）【妊産婦情報　検索・一覧】画面が立ち上がり、自院で分娩前の妊産婦情報が一覧で表示されます。
　（３）検索結果欄に表示されている妊産婦のうち、一括更新したい妊産婦について妊産婦情報を更新し

ます。

更新したい妊産婦状況を選択してください。
該当する妊産婦情報を選択してください。なお、タイトル行のチェックボックスをチェック
すると、一括更新可能な全ての妊産婦情報が選択されます。
【更新】ボタンをクリックしてください。
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　（２）【妊産婦情報　検索・一覧】画面が立ち上がり、自院で分娩前の妊産婦情報が一覧で表示されます。
　（３）検索結果欄に表示されている妊産婦のうち、一括更新したい妊産婦について妊産婦情報を更新し

ます。

更新したい妊産婦状況を選択してください。
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ポイント

5.1 掛金振替スケジュール

〈掛金振替スケジュール例〉

5.2 掛金の確定【毎月10日】

　「 妊産婦情報の更新」による分娩数（胎児数）に応じて、翌月10日に掛金が確定します。4

掛金の振替5

3月 ４月 ５月

6日 5日 10日 27日20日頃

定
確
金
掛

内
案
替
振
座
口

替
振
座
口

6日 5日

３月の分娩

４月の分娩

妊産婦情報の更新　4 掛金の振替5

妊産婦情報の更新　4 掛金の振替5

10日 27日20日頃

定
確
金
掛

内
案
替
振
座
口

替
振
座
口

保

●毎月の分娩数（胎児数）に応じて産科ネットにて掛金が算定され翌月10日に掛金が確定します。
掛金が確定すると、掛金確定した月の20日頃に「口座振替案内（ハガキ）」にて確定掛金額と
口座振替日をご案内します。
●確定した掛金は、掛金確定した月の27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に指定口座より
振替えます。

03-1111-222X

5.3 口座振替案内による掛金確認【毎月20日頃（振替日の６営業日前）】

　更新済み妊産婦情報の分娩数（胎児数）に応じた掛金は、掛金確定した月の20日頃「口座振替案内（ハ
ガキ）」にてご案内します。
　なお、口座振替にあたり、運営組織と集金代行会社との間で集金代行業務委託契約を締結していますので、
集金代行会社名で案内が届きます。

　口座振替案内（ハガキ）〈イメージ〉

5.4 口座振替の実施【毎月27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）】

・毎月10日の掛金確定において、掛金が発生する場合に口座振替案内（ハガキ）を送付します。
・口座振替案内（ハガキ）を紛失した場合は、本制度専用コールセンターまでご連絡ください。

・分娩数（胎児数）に応じた掛金がご指定口座より振替えられますと、通帳に以下の通り印字されます。
　◆通帳印字：「MBS．サンカカケキン」

　「口座振替案内（ハガキ）」の到着した月の27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に、指定口座より
掛金を振替えます。
　なお、残高不足などにより指定口座からの振替ができなかった場合は、振替不能連絡が届き、振替不能分
を翌月に再請求します。

産
科
医
療
補
償
制
度
の

事
務
取
扱

Ⅰ
．

具
体
的
な
事
務
取
扱

Ⅱ
．

2

妊
産
婦
情
報
の
登
録
依
頼
／
登
録

3

妊
産
婦
情
報
の
登
録
完
了

4

妊
産
婦
情
報
の
更
新

5

掛
金
の
振
替

1
「
産
科
医
療
補
償
制
度
の
ご
案
内
チ
ラ
シ
」、

「
妊
産
婦
登
録
用
チ
ラ
シ
」の
交
付



37

ポイント

5.1 掛金振替スケジュール

〈掛金振替スケジュール例〉

5.2 掛金の確定【毎月10日】

　「 妊産婦情報の更新」による分娩数（胎児数）に応じて、翌月10日に掛金が確定します。4

掛金の振替5

3月 ４月 ５月

6日 5日 10日 27日20日頃

定
確
金
掛

内
案
替
振
座
口

替
振
座
口

6日 5日

３月の分娩

４月の分娩

妊産婦情報の更新　4 掛金の振替5

妊産婦情報の更新　4 掛金の振替5

10日 27日20日頃

定
確
金
掛

内
案
替
振
座
口

替
振
座
口

保

●毎月の分娩数（胎児数）に応じて産科ネットにて掛金が算定され翌月10日に掛金が確定します。
掛金が確定すると、掛金確定した月の20日頃に「口座振替案内（ハガキ）」にて確定掛金額と
口座振替日をご案内します。
●確定した掛金は、掛金確定した月の27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に指定口座より
振替えます。

03-1111-222X

5.3 口座振替案内による掛金確認【毎月20日頃（振替日の６営業日前）】

　更新済み妊産婦情報の分娩数（胎児数）に応じた掛金は、掛金確定した月の20日頃「口座振替案内（ハ
ガキ）」にてご案内します。
　なお、口座振替にあたり、運営組織と集金代行会社との間で集金代行業務委託契約を締結していますので、
集金代行会社名で案内が届きます。

　口座振替案内（ハガキ）〈イメージ〉

5.4 口座振替の実施【毎月27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）】

・毎月10日の掛金確定において、掛金が発生する場合に口座振替案内（ハガキ）を送付します。
・口座振替案内（ハガキ）を紛失した場合は、本制度専用コールセンターまでご連絡ください。

・分娩数（胎児数）に応じた掛金がご指定口座より振替えられますと、通帳に以下の通り印字されます。
　◆通帳印字：「MBS．サンカカケキン」

　「口座振替案内（ハガキ）」の到着した月の27日（金融機関休業日の場合は翌営業日）に、指定口座より
掛金を振替えます。
　なお、残高不足などにより指定口座からの振替ができなかった場合は、振替不能連絡が届き、振替不能分
を翌月に再請求します。
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5.5 引落掛金状況の確認方法

　（１）らくらくメニューより、【分娩機関情報変更】ボタンをクリックします。

　（２）【分娩機関　詳細・更新】画面が表示されますので、【掛金情報】タブをクリックします。

　（３）通年の月毎の掛金情報が表示されます。

＜例＞ ３月の分娩分の掛金額は、出生月３月の欄をご確認ください。
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5.5 引落掛金状況の確認方法

　（１）らくらくメニューより、【分娩機関情報変更】ボタンをクリックします。

　（２）【分娩機関　詳細・更新】画面が表示されますので、【掛金情報】タブをクリックします。

　（３）通年の月毎の掛金情報が表示されます。

＜例＞ ３月の分娩分の掛金額は、出生月３月の欄をご確認ください。
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5.6 掛金対象妊産婦の確認方法

　（１）らくらくメニューの【妊産婦情報更新】をクリックすると、【妊産婦情報　検索・一覧】画面が表
示されます。

　（２）【妊産婦情報　検索・一覧】画面の【検索条件の詳細設定】ボタンをクリックして、
【検索条件詳細】画面を表示します。

中略

　（４）【検索】ボタンをクリックすると、該当の検索結果が表示されます。

　（３）【検索条件詳細】画面にて、「掛金対象年月」にチェックのうえ、入力します。
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5.6 掛金対象妊産婦の確認方法

　（１）らくらくメニューの【妊産婦情報更新】をクリックすると、【妊産婦情報　検索・一覧】画面が表
示されます。

　（２）【妊産婦情報　検索・一覧】画面の【検索条件の詳細設定】ボタンをクリックして、
【検索条件詳細】画面を表示します。

中略

　（４）【検索】ボタンをクリックすると、該当の検索結果が表示されます。

　（３）【検索条件詳細】画面にて、「掛金対象年月」にチェックのうえ、入力します。
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5.7 検索結果をダウンロードする場合

　（１）【検索一覧データ（CSV）出力】ボタンをクリックします。

　（２）ポップアップメッセージが表示されますので、【OK】ボタンをクリックします。

中略

Ⅲ．分娩機関情報などの変更に係る事務取扱

ポイント

●分娩機関情報として登録されている内容が正しいか定期的に見直してください。
●分娩機関が産科ネットで変更が可能な内容と、産科医療補償制度コールセンターへご連絡いただ
く内容がございます。
●本制度に関する重要なお知らせをメールにて送信しますので、適切なメールアドレスを登録して
ください。

【分娩機関にて変更が可能な内容】

※CSV出力されるデータの上限は1,000件です。
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5.7 検索結果をダウンロードする場合

　（１）【検索一覧データ（CSV）出力】ボタンをクリックします。

　（２）ポップアップメッセージが表示されますので、【OK】ボタンをクリックします。

中略

Ⅲ．分娩機関情報などの変更に係る事務取扱

ポイント

●分娩機関情報として登録されている内容が正しいか定期的に見直してください。
●分娩機関が産科ネットで変更が可能な内容と、産科医療補償制度コールセンターへご連絡いただ
く内容がございます。
●本制度に関する重要なお知らせをメールにて送信しますので、適切なメールアドレスを登録して
ください。

【分娩機関にて変更が可能な内容】

※CSV出力されるデータの上限は1,000件です。
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項　目 対　応

産科ネット登録内容に関する変更

分娩機関名

「分娩機関登録内容変更依頼書」に変更前後の内容を記入のうえ、
「運営組織宛返信用封筒」にて送付ください。

代表者氏名

郵便番号

住所

分娩取扱状況 産科ネットにて変更してください。
（変更方法は、P45参照）担当者氏名

担当者連絡先電話番号

FAX番号

所属部署名

内線番号

メールアドレス

一斉発送種別

振替口座等に関する変更

口座振替案内（ハガキ）の
宛先変更 「分娩機関登録内容変更依頼書」に変更前後の内容を記入のうえ、

「運営組織宛返信用封筒」にて送付ください。

その他

医師賠償責任保険
（病院賠償責任保険、
診療所賠償責任保険）・
助産所賠償責任保険
への加入状況の変更

「分娩機関登録内容変更依頼書」の「その他」に変更
前後の内容を記入のうえ、「運営組織宛返信用封筒」にて
送付ください。

●�担当者氏名、担当者連絡先電話番号などが変更となった場合、
速やかに産科ネットにて更新してください。
●�本制度に関する重要なお知らせをメールにて送信しますの
で、適切なメールアドレスを登録してください。パスワード
の再発行などの際に、登録されているメールアドレスに通知
が送信されます。



44

【産科医療補償制度専用コールセンターへご連絡いただく内容】

お問い合わせ先

産科医療補償制度専用コールセンター

0120-330-637 受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く）

●「分娩機関名」「代表者氏名」「住所」を変更する際、口座情報（預金者名等）も変更となる場合には、併せて「口座振替依頼書」のご提出が必要となります。
●「分娩機関種別の変更」「他の分娩機関との合併」等の場合もおいても事前の連絡が必要となります。
　上記２つの場合におかれましては産科医療補償制度専用コールセンター（0120-330-637）へご連絡ください。

（26.03）

－

その他

分娩機関名

フリガナ フリガナ

－ － －

住所 〒 － 住所

電話番号 電話番号

口座振替案内
（ハガキ）宛先

氏名

フリガナ

担当
部署

姓 名 姓

〒 －

名

フリガナ

担当
部署

フリガナ

氏名

フリガナ

口座情報 当該依頼書と併せて「口座振替依頼書」をご提出ください。

住所

〒 － 〒 －

代表者氏名

フリガナ フリガナ

分娩機関登録内容変更依頼書
変更する項目を「✓」チェックの上、「変更前」「変更後」「変更理由」の内容を記入ください。

項目 変更前 変更後 変更理由

日

日

産科医療補償制度運営部　御中
分娩機関名

分娩機関
管理番号

公益財団法人日本医療機能評価機構 申請日 年 月

担当者

変更日 年 月

FAX・メールでの送付は不可となります。

「運営組織宛返信用封筒」に入れて、運営組織に送付してください。

●以下の項目についての変更は、「分娩機関登録内容変更依頼書」に
よる手続きが必要です。産科ネットの重要なお知らせより「分娩機
関登録内容変更依頼書」をダウンロードください。
　・分娩機関名
　・代表者氏名
　・郵便番号
　・住所
　・振替口座等に関する変更
　・制度加入状況に関する変更（病院→診療所など）
●変更内容と併せて、申請日、分娩機関名、分娩機関管理番号、担当
者名を記入のうえ、運営組織宛返信封筒にてご送付ください。

分娩機関登録内容変更依頼書とは？

1.1 産科ネットにおける分娩機関登録内容の変更方法

　（１）らくらくメニューの【分娩機関情報変更】ボタンをクリックします。

　（３）ポップアップメッセージで「OK」ボタンをクリックすると、分娩機関情報が更新されます。

　（２）【分娩機関情報　詳細・更新】画面にて変更内容を入力のうえ、更新ボタンをクリックします。

中略

産科ネットにて
変更可能な項目
・分娩取扱状況
・担当者氏名
・担当者連絡先電話番号
・FAX番号
・所属部署名
・内線番号
・メールアドレス
・一斉発送種別
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項　目 対　応

振替口座等に関する変更

掛金振替口座の変更
本制度専用コールセンターへご連絡ください。
※口座の変更には、約２か月を要します。

制度加入状況に関する変更

分娩機関種別の変更
（診療所→病院など） 本制度専用コールセンターへご連絡ください。

※�分娩機関種別の変更に伴い、分娩機関管理番号の変更が必要とな
ります。

他の分娩機関との合併など 本制度専用コールセンターへご連絡ください。
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【産科医療補償制度専用コールセンターへご連絡いただく内容】

お問い合わせ先

産科医療補償制度専用コールセンター

0120-330-637 受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く）

●「分娩機関名」「代表者氏名」「住所」を変更する際、口座情報（預金者名等）も変更となる場合には、併せて「口座振替依頼書」のご提出が必要となります。
●「分娩機関種別の変更」「他の分娩機関との合併」等の場合もおいても事前の連絡が必要となります。
　上記２つの場合におかれましては産科医療補償制度専用コールセンター（0120-330-637）へご連絡ください。

（26.03）

－

その他

分娩機関名

フリガナ フリガナ

－ － －

住所 〒 － 住所

電話番号 電話番号

口座振替案内
（ハガキ）宛先

氏名

フリガナ

担当
部署

姓 名 姓

〒 －

名

フリガナ

担当
部署

フリガナ

氏名

フリガナ

口座情報 当該依頼書と併せて「口座振替依頼書」をご提出ください。

住所

〒 － 〒 －

代表者氏名

フリガナ フリガナ

分娩機関登録内容変更依頼書
変更する項目を「✓」チェックの上、「変更前」「変更後」「変更理由」の内容を記入ください。

項目 変更前 変更後 変更理由

日

日

産科医療補償制度運営部　御中
分娩機関名

分娩機関
管理番号

公益財団法人日本医療機能評価機構 申請日 年 月

担当者

変更日 年 月

FAX・メールでの送付は不可となります。

「運営組織宛返信用封筒」に入れて、運営組織に送付してください。

●以下の項目についての変更は、「分娩機関登録内容変更依頼書」に
よる手続きが必要です。産科ネットの重要なお知らせより「分娩機
関登録内容変更依頼書」をダウンロードください。
　・分娩機関名
　・代表者氏名
　・郵便番号
　・住所
　・振替口座等に関する変更
　・制度加入状況に関する変更（病院→診療所など）
●変更内容と併せて、申請日、分娩機関名、分娩機関管理番号、担当
者名を記入のうえ、運営組織宛返信封筒にてご送付ください。

分娩機関登録内容変更依頼書とは？

1.1 産科ネットにおける分娩機関登録内容の変更方法

　（１）らくらくメニューの【分娩機関情報変更】ボタンをクリックします。

　（３）ポップアップメッセージで「OK」ボタンをクリックすると、分娩機関情報が更新されます。

　（２）【分娩機関情報　詳細・更新】画面にて変更内容を入力のうえ、更新ボタンをクリックします。

中略

産科ネットにて
変更可能な項目
・分娩取扱状況
・担当者氏名
・担当者連絡先電話番号
・FAX番号
・所属部署名
・内線番号
・メールアドレス
・一斉発送種別
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1.2 分娩機関登録内容変更依頼書による変更方法

ポイント

0120－330－637
　受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く）

Ⅳ．事務取扱　Q＆A編

●これまで運営組織に多く寄せられた事務取扱に関する問い合わせを掲載しています。
●産科ネット＞ホーム画面の重要なお知らせにも、Q＆Aを随時更新し掲載しております。
●さらにご不明な点は、以下の産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせください。

　分娩機関登録内容変更依頼書については、以下に沿ってご記入のうえ、運営組織宛返信封筒にてご送付
ください。
　なお、分娩機関登録内容変更依頼書については、産科ネットの重要なお知らせよりダウンロードしてく
ださい。

●「分娩機関名」「代表者氏名」「住所」を変更する際、口座情報（預金者名等）も変更となる場合には、併せて「口座振替依頼書」のご提出が必要となります。
●「分娩機関種別の変更」「他の分娩機関との合併」等の場合もおいても事前の連絡が必要となります。
　上記２つの場合におかれましては産科医療補償制度専用コールセンター（0120-330-637）へご連絡ください。

（26.03）

－

その他

分娩機関名

フリガナ フリガナ

－ － －

住所 〒 － 住所

電話番号 電話番号

口座振替案内
（ハガキ）宛先

氏名

フリガナ

担当
部署

姓 名 姓

〒 －

名

フリガナ

担当
部署

フリガナ

氏名

フリガナ

口座情報 当該依頼書と併せて「口座振替依頼書」をご提出ください。

住所

〒 － 〒 －

代表者氏名

フリガナ フリガナ

分娩機関登録内容変更依頼書
変更する項目を「✓」チェックの上、「変更前」「変更後」「変更理由」の内容を記入ください。

項目 変更前 変更後 変更理由

日

日

産科医療補償制度運営部　御中
分娩機関名

分娩機関
管理番号

公益財団法人日本医療機能評価機構 申請日 年 月

担当者

変更日 年 月

FAX・メールでの送付は不可となります。

「運営組織宛返信用封筒」に入れて、運営組織に送付してください。

申請日を記入ください。

変更項目にチェックしてください。

・現在登録の分娩機関名、分娩機関管理番号を記入ください。
・担当者氏名を記入ください。
・変更日を記入ください。

変更理由について、できるだけ
詳しく記入ください。
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1.2 分娩機関登録内容変更依頼書による変更方法

ポイント

0120－330－637
　受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く）

Ⅳ．事務取扱　Q＆A編

●これまで運営組織に多く寄せられた事務取扱に関する問い合わせを掲載しています。
●産科ネット＞ホーム画面の重要なお知らせにも、Q＆Aを随時更新し掲載しております。
●さらにご不明な点は、以下の産科医療補償制度専用コールセンターにお問い合わせください。

　分娩機関登録内容変更依頼書については、以下に沿ってご記入のうえ、運営組織宛返信封筒にてご送付
ください。
　なお、分娩機関登録内容変更依頼書については、産科ネットの重要なお知らせよりダウンロードしてく
ださい。

●「分娩機関名」「代表者氏名」「住所」を変更する際、口座情報（預金者名等）も変更となる場合には、併せて「口座振替依頼書」のご提出が必要となります。
●「分娩機関種別の変更」「他の分娩機関との合併」等の場合もおいても事前の連絡が必要となります。
　上記２つの場合におかれましては産科医療補償制度専用コールセンター（0120-330-637）へご連絡ください。

（26.03）

－

その他

分娩機関名

フリガナ フリガナ

－ － －

住所 〒 － 住所

電話番号 電話番号

口座振替案内
（ハガキ）宛先

氏名

フリガナ

担当
部署

姓 名 姓

〒 －

名

フリガナ

担当
部署

フリガナ

氏名

フリガナ

口座情報 当該依頼書と併せて「口座振替依頼書」をご提出ください。

住所

〒 － 〒 －

代表者氏名

フリガナ フリガナ

分娩機関登録内容変更依頼書
変更する項目を「✓」チェックの上、「変更前」「変更後」「変更理由」の内容を記入ください。

項目 変更前 変更後 変更理由

日

日

産科医療補償制度運営部　御中
分娩機関名

分娩機関
管理番号

公益財団法人日本医療機能評価機構 申請日 年 月

担当者

変更日 年 月

FAX・メールでの送付は不可となります。

「運営組織宛返信用封筒」に入れて、運営組織に送付してください。

申請日を記入ください。

変更項目にチェックしてください。

・現在登録の分娩機関名、分娩機関管理番号を記入ください。
・担当者氏名を記入ください。
・変更日を記入ください。

変更理由について、できるだけ
詳しく記入ください。
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No. 内容

Q01 産科ネットのパスワードを忘れてしまいました。どうしたらよいですか。

Q02 産科ネットのパスワードを変更したいのですが、どうしたらよいですか。

Q03 自院で分娩後に妊産婦が未登録であることが分かった場合、どうしたらよいですか。

Q04
妊産婦情報を分娩済みへ更新後、妊産婦状況や分娩予定胎児数に誤りがあることが
判明した場合、どうしたらよいですか。

Q05 紙の登録証を持った妊産婦が転院してきた場合に、スマートフォンで登録できますか。

Q06
スマートフォンの登録証をお持ちの妊産婦が転院してきた場合に、紙の登録証で登
録できますか。

Q07
妊産婦から登録している妊産婦情報を変更（改姓、電話番号変更等）したいと申し
出があった場合、どうしたらよいですか。
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Q01 産科ネットのパスワードを忘れてしまいました。どうしたらよいですか。

A ご自身でリセット・再設定が可能です。以下、【マトリクス認証のパスワー
ドの場合】または【産科ネットログイン画面のパスワードの場合】のいずれ
かをご確認のうえ、ご対応ください。
なお、産科ネットへの切替え時等にお送りした「PC初期設定のご案内」に
詳細を記載しております。

Q03 自院で分娩後に妊産婦が未登録であることが分かった場合、どうしたらよい
ですか。

A 速やかに妊産婦に妊産婦登録用チラシを交付し、妊産婦にスマートフォンで
登録するよう依頼してください。
なお、分娩後45日を経過すると、妊産婦のスマートフォンで登録ができま
せんので、紙の登録証を交付のうえ【産科医療補償制度　特認依頼（様式A）
ワークフロー（以下、特認Ａワークフロー）】を起票し、特認依頼を申請し
てください。

※特認Ａワークフロー等の詳細は、産科ネット＞ホーム画面の重要なお知らせに資
料が掲載されておりますので、ご参照ください。

Q02 産科ネットのパスワードを変更したいのですが、どうしたらよいですか。

A 【マトリクス認証のパスワードの場合】
Q01の回答に記載の手順にて変更ください。

【産科ネットログイン画面のパスワードの場合】
産科ネット左上、ユーザ名のアイコン＞個人設定＞パスワードをクリックし、
変更ください。

【マトリクス認証のパスワードの場合】

【産科ネットログイン画面のパスワードの場合】

左パネル上部に表示され
ている > をクリックして 
メニューを開いてください。

ログイン ID を入力して
セルフパスワードリセット  

をクリックしてください。

産科ネットログイン画面で「パスワードを忘
れた方はコチラ」をクリックしてください。
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Q01 産科ネットのパスワードを忘れてしまいました。どうしたらよいですか。

A ご自身でリセット・再設定が可能です。以下、【マトリクス認証のパスワー
ドの場合】または【産科ネットログイン画面のパスワードの場合】のいずれ
かをご確認のうえ、ご対応ください。
なお、産科ネットへの切替え時等にお送りした「PC初期設定のご案内」に
詳細を記載しております。

Q03 自院で分娩後に妊産婦が未登録であることが分かった場合、どうしたらよい
ですか。

A 速やかに妊産婦に妊産婦登録用チラシを交付し、妊産婦にスマートフォンで
登録するよう依頼してください。
なお、分娩後45日を経過すると、妊産婦のスマートフォンで登録ができま
せんので、紙の登録証を交付のうえ【産科医療補償制度　特認依頼（様式A）
ワークフロー（以下、特認Ａワークフロー）】を起票し、特認依頼を申請し
てください。

※特認Ａワークフロー等の詳細は、産科ネット＞ホーム画面の重要なお知らせに資
料が掲載されておりますので、ご参照ください。

Q02 産科ネットのパスワードを変更したいのですが、どうしたらよいですか。

A 【マトリクス認証のパスワードの場合】
Q01の回答に記載の手順にて変更ください。

【産科ネットログイン画面のパスワードの場合】
産科ネット左上、ユーザ名のアイコン＞個人設定＞パスワードをクリックし、
変更ください。

【マトリクス認証のパスワードの場合】

【産科ネットログイン画面のパスワードの場合】

左パネル上部に表示され
ている > をクリックして 
メニューを開いてください。

ログイン ID を入力して
セルフパスワードリセット  

をクリックしてください。

産科ネットログイン画面で「パスワードを忘
れた方はコチラ」をクリックしてください。
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Q04 妊産婦情報を分娩済みへ更新後、妊産婦状況や分娩予定胎児数に誤りがある
ことが判明した場合、どうしたらよいですか。

A 以下表に記載されている内容に沿った対応が必要となります。

Q07 妊産婦から登録している妊産婦情報を変更（改姓、電話番号変更等）したい
と申し出があった場合、どうしたらよいですか。

A 産科ネット【妊産婦情報　詳細・更新】にて、変更内容を入力のうえ、更新
してください。
なお、妊産婦のメールアドレスについては、妊産婦ご自身でマイページにロ
グインのうえ変更するようご案内してください。

Q05 紙の登録証を持った妊産婦が転院してきた場合に、スマートフォンで登録で
きますか。

A 紙の登録証をお持ちの妊産婦については、紙の登録証にて転院登録の手続き
をお願いします。
※具体的な事務取扱はP25参照

Q06 スマートフォンの登録証をお持ちの妊産婦が転院してきた場合に、紙の登録
証で登録できますか。

A 原則、スマートフォンの登録証をお持ちの妊産婦については、スマートフォ
ンにて転院登録の手続きをお願いいたします。
※具体的な事務取扱はP13参照

なお、分娩後45日を経過すると、妊産婦のスマートフォンで登録ができま
せんので、紙の登録証を交付のうえ特認Aワークフローを起票し、申請して
ください。

お問い合わせ先

産科医療補償制度専用コールセンター
受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く）

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
「特認Ａワークフロー」の申請が必要となりま
す。

修正内容 修正内容判明のタイミング 対応

下方修正

更新〆切日（毎月 ５日）以前
更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで
掛金確定日（毎月 10日）以降

上方修正

更新〆切日（毎月 ５日）以前 【妊産婦情報　詳細・更新】画面より修正

更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで

分娩機関にて修正可能です。
但し、妊産婦状況が掛金対象の場合は、本制度
専用コールセンターへ連絡してください。

掛金確定日（毎月 10日）以降

掛金対象
⇒掛金対象

更新〆切日（毎月 ５日）以前
更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで 本制度専用コールセンターへ連絡してください。

掛金確定日（毎月 10日）以降

掛金対象
⇒掛金対象外

更新〆切日（毎月 ５日）以前

分娩前へ修正後、適切な妊産婦状況へ修正してください。

分娩前へ修正後、適切な妊産婦状況へ修正してください。
更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで 本制度専用コールセンターへ連絡してください。

掛金確定日（毎月 10日）以降

掛金対象外
⇒掛金対象
⇒掛金対象外

更新〆切日（毎月 ５日）以前
【妊産婦情報　詳細・更新】画面より修正して
ください。

更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで
掛金確定日（毎月 10日）以降

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
なお、掛金確定日（毎月10日）以降は「特認
Ａワークフロー」の申請が必要となります。

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
「特認Ａワークフロー」の申請が必要となりま
す。

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
「特認Ａワークフロー」の申請が必要となりま
す。

※掛金確定日の前日が土日祝日の場合は前営業日の正午
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正
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Q04 妊産婦情報を分娩済みへ更新後、妊産婦状況や分娩予定胎児数に誤りがある
ことが判明した場合、どうしたらよいですか。

A 以下表に記載されている内容に沿った対応が必要となります。

Q07 妊産婦から登録している妊産婦情報を変更（改姓、電話番号変更等）したい
と申し出があった場合、どうしたらよいですか。

A 産科ネット【妊産婦情報　詳細・更新】にて、変更内容を入力のうえ、更新
してください。
なお、妊産婦のメールアドレスについては、妊産婦ご自身でマイページにロ
グインのうえ変更するようご案内してください。

Q05 紙の登録証を持った妊産婦が転院してきた場合に、スマートフォンで登録で
きますか。

A 紙の登録証をお持ちの妊産婦については、紙の登録証にて転院登録の手続き
をお願いします。
※具体的な事務取扱はP25参照

Q06 スマートフォンの登録証をお持ちの妊産婦が転院してきた場合に、紙の登録
証で登録できますか。

A 原則、スマートフォンの登録証をお持ちの妊産婦については、スマートフォ
ンにて転院登録の手続きをお願いいたします。
※具体的な事務取扱はP13参照

なお、分娩後45日を経過すると、妊産婦のスマートフォンで登録ができま
せんので、紙の登録証を交付のうえ特認Aワークフローを起票し、申請して
ください。

お問い合わせ先

産科医療補償制度専用コールセンター
受付時間：午前９時～午後５時（土日祝・年末年始除く）

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
「特認Ａワークフロー」の申請が必要となりま
す。

修正内容 修正内容判明のタイミング 対応

下方修正

更新〆切日（毎月 ５日）以前
更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで
掛金確定日（毎月 10日）以降

上方修正

更新〆切日（毎月 ５日）以前 【妊産婦情報　詳細・更新】画面より修正

更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで

分娩機関にて修正可能です。
但し、妊産婦状況が掛金対象の場合は、本制度
専用コールセンターへ連絡してください。

掛金確定日（毎月 10日）以降

掛金対象
⇒掛金対象

更新〆切日（毎月 ５日）以前
更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで 本制度専用コールセンターへ連絡してください。

掛金確定日（毎月 10日）以降

掛金対象
⇒掛金対象外

更新〆切日（毎月 ５日）以前

分娩前へ修正後、適切な妊産婦状況へ修正してください。

分娩前へ修正後、適切な妊産婦状況へ修正してください。
更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで 本制度専用コールセンターへ連絡してください。

掛金確定日（毎月 10日）以降

掛金対象外
⇒掛金対象
⇒掛金対象外

更新〆切日（毎月 ５日）以前
【妊産婦情報　詳細・更新】画面より修正して
ください。

更新〆切日（毎月 ５日）の翌日から
掛金確定日（毎月 10日）の前日正午（※）まで
掛金確定日（毎月 10日）以降

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
なお、掛金確定日（毎月10日）以降は「特認
Ａワークフロー」の申請が必要となります。

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
「特認Ａワークフロー」の申請が必要となりま
す。

本制度専用コールセンターへ連絡してください。
「特認Ａワークフロー」の申請が必要となりま
す。

※掛金確定日の前日が土日祝日の場合は前営業日の正午
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お問い合わせ先

産科医療補償制度専用コールセンター

0120-330-637
受付時間：午前９時 ～ 午後５時（土日祝・年末年始除く）

産科医療補償制度ホームページ   産 科 医 療 検 索

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
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制度解説編

本ハンドブックでは、妊産婦への登録証交付、妊
産婦状況の報告および制度掛金の振替までの
一連の事務取扱を中心に記載しております。そ
の他、制度解説や補償申請などに関しましては、
別編のハンドブックにてご確認いただきますよう
お願いいたします。
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